
 

首都直下地震対策局長級会議の設置について 

 

１ 趣旨 

 東日本大震災を踏まえ、今後 30 年内に 70％の確率で発生する首都直下地震、さら

には関東大震災クラスの地震に対する対策を強化、確立することが急務である。 

この対策は、防災対策の域を超えて、国家的危機管理、金融・産業等経済社会シス

テム、情報通信システム、国土政策など多様な視点からの検討が必要である。 

 とりわけ、首都地域においては、中枢機能が集積していることから、首都直下地震

時においても、中枢機能が継続できるよう、対策に万全を期す必要がある。 

このため、関係府省庁局長クラスから構成される標記会議を設置し、特に首都中枢

機能の確保に関して、当面取り組むべき対策等を早急に取りまとめる。 

 

２ 検討内容 

（１） 各府省庁業務継続計画の検証・強化について 

各府省庁が策定している首都直下地震を想定した業務継続計画について、

東日本大震災の教訓等を踏まえて改めて検証し、改善すべき課題を明らかに

した上で、充実・強化する。 

（２） 政府横断的な業務継続のあり方の検討 

（１）の府省庁ごとの検討に加えて、首都直下地震時において政府全体と

して必要な業務が継続できる体制を確立するため、各府省庁の業務継続計画

の整合性の確保など、政府横断的な業務継続のあり方等を検討し、実施すべ

き対策項目を取りまとめる。 

 

３ 検討の進め方 

（１） 本会議の事務は、内閣府政策統括官（防災担当）付が処理する。 

（２） ２（１）については、内閣府において、有識者が参画する検証の場を設ける

こととし、その検証の場において、各府省庁からヒアリングをすること等を

通じて、課題の抽出・整理を行い、業務継続計画の充実・強化方策をとりま

とめる。 

（３） ２（２）については、（１）の各府省庁ヒアリングの結果等を踏まえ検討を進

め、本年夏頃を目途に実施すべき対策項目を取りまとめる。 

（４） 上記で得られた成果は、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の下に設置

される「首都直下対策検討ワーキンググループ（仮称）」に報告し、同ワーキ

ンググループが本年夏頃に行う「当面実施すべき首都直下地震対策のとりま

とめ」に反映させる。 
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